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食品衛生法上の器具・容器包装の範囲について

器具

容器包装

①飲食器
②割ぽう具
③直接接触する機械、器具等
※ ただし、農業及び水産業における食品の採取
の用に供される機械、器具等は含まない

食品又は添加物を入れ、又は包んでい
る物で、食品又は添加物を授受する場
合そのままで引き渡すもの



器具・容器包装に関する食品衛生法上の主な規定

第16条 有毒な、若しくは有害な物質が含まれ、若しくは付着して人の健康を損なうおそれがあ
る器具若しくは容器包装又は食品若しくは添加物に接触してこれらに有害な影響を与えること
により人の健康を損なうおそれがある器具若しくは容器包装は、これを販売し、販売の用に供
するために製造し、若しくは輸入し、又は営業上使用してはならない。

第18条 内閣総理大臣は、公衆衛生の見地から、食品衛生基準審議会の意見を聴いて、販売の用
に供し、若しくは営業上使用する器具若しくは容器包装若しくはこれらの原材料につき規格を
定め、又はこれらの製造方法につき基準を定めることができる。

② 前項の規定により規格又は基準が定められたときは、その規格に合わない器具若しくは容器
包装を販売し、販売の用に供するために製造し、若しくは輸入し、若しくは営業上使用し、そ
の規格に合わない原材料を使用し、又はその基準に合わない方法により器具若しくは容器包装
を製造してはならない。

③ 器具又は容器包装には、成分の食品への溶出又は浸出による公衆衛生に与える影響を考慮し
て政令で定める材質の原材料であつて、これに含まれる物質（その物質が化学的に変化して生
成した物質を除く。）について、当該原材料を使用して製造される器具若しくは容器包装に含
有されることが許容される量又は当該原材料を使用して製造される器具若しくは容器包装から
溶出し、若しくは浸出して食品に混和することが許容される量が第一項の規格に定められてい
ないものは、使用してはならない。ただし、当該物質が人の健康を損なうおそれのない量とし
て内閣総理大臣が食品衛生基準審議会の意見を聴いて定める量を超えて溶出し、又は浸出して
食品に混和するおそれがないように器具又は容器包装が加工されている場合（当該物質が器具
又は容器包装の食品に接触する部分に使用される場合を除く。）については、この限りでない。

●食品衛生法（昭和22年法律第233号）

有毒有害な器具又は容器包装の
販売等の禁止

規格基準の策定

ポジティブリスト制度



器具・容器包装の規格基準の概要

 器具又は容器包装は、食品衛生法上、一律に満たすべき一般規格や、材質・用途ごと満たすべき個別規格が定められている。
 加えて、合成樹脂については、原則として使用を禁止しつつ、個別に規格の定められたもののみ使用を認めるポジティブリスト制度

が設けられている。

器具・容器包装の規格基準の全体像（イメージ）

A 一般規格

 着色料の使用制限
 スズ・鉛等の金属の使用制限
 第一種特定化学物質の使用禁止 等
 器具・容器包装のポジティブリストによる管理

D 材質別規格

B 一般試験法 C 試薬・試液等

E 用途別規格

 ガラス、合成樹脂、ゴム等の
材質別に設定

 カドミウム、鉛の含有量や、
フェノール樹脂であればフェ
ノールやホルムアルデヒドの
溶出量 等

 レトルトパウチ、自動販売機
等の用途別に設定

 レトルトパウチであれば遮光
性、密閉性等。自動販売機で
あれば温度調整や洗浄に関す
る規定 等

F 製造基準：着色料の使用制限や殺菌の規定等

別表第１

第１表
 合成樹脂の基材（ポリマー）を規定
 エステル結合、カーボネート結合など基本構造ごとに21種類
に分類。 ※具体的なモノマー等は別途通知で規定。

 使用量の制限はない。

第２表
 合成樹脂の添加剤を規定
 基本的には化合物ごとに使用量及び特記事項（分子量の制限
や構造の限定等、特にある場合）を規定

 全840物質を収載（令和6年9月27日改正後）

器具・容器包装のポジティブリスト制度

 合成樹脂については、規格基準告示（厚生省告示第370号）
別表第１に掲載されている物質のみ使用可能

※ 食品への溶出量が人の健康を損なうおそれのない量（0.01ppm）未満であれば使用可能
（食品への接触がない部分に限る。）

 別表第１に掲載されていない新規物質については、個別に申
請・審査を行う安全性審査等の手続により、使用可能



別表第１ 第１表（基材）

物質名 材質区分

イミド結合を主とする重合体 １

エーテル結合を主とする重合体 １

エステル結合を主とする重合体の架橋体 １

エポキシ化合物の架橋重合体 １

カーボネート結合を主とする重合体 １

シロキサン結合を主とする重合体 １

スルフィド結合を主とする重合体 １

フッ素置換エチレン類を主なモノマーとする重合体 １

ホルムアルデヒドを主なモノマーとする重合体 １

イオン交換能及び吸着能のうち一又は複数を有する重合体 １又は３

ウレタン結合を主とする重合体 １又は３

エステル結合を主とする重合体 １又は３

アルケン類を主なモノマーとする重合体 ２

共役ジエン炭化水素を主なモノマーとする重合体 ２

芳香族炭化水素を主なモノマーとする重合体 ２又は３

アクリル酸類を主なモノマーとする重合体 ３

アミド結合を主とする重合体（アジリジン又は２－エチル－２－
オキサゾリンを主なモノマーとする重合体を含む。） ３

グルコース単独重合体又は化学修飾処理されたセルロース ３

酢酸ビニルを主なモノマーとする重合体の加水分解物 ３

塩素置換エチレンを主なモノマーとする重合体 ４

被膜形成時に化学反応を伴う塗膜用途の重合体 ４又は５

別表第１ 第１表

器具・容器包装のポジティブリストである食品、添加物
等の規格基準（昭和34年厚生省告示第370号）別表第
１のうち、第１表では合成樹脂の基材を規定。

合成樹脂中の重合体であり、分子量が 1000以上かつ常
温常圧で固形状のものを掲載。

結合様式などにより大きな分類で21の物質を定義。具
体的に使用可能なモノマー等の化学物質・化学処理につ
いては、21種の物質ごとに、別途通知で列挙。

材質区分１
ガラス転移温度若しくはボールプレッシャー温度が150℃以上の重合
体又は架橋構造を有し、融点が150℃以上の重合体その他これに類す
るもの

材質区分２ 炭化水素を主なモノマーとする重合体

材質区分３

ガラス転移温度及びボールプレッシャー温度が150℃未満の重合体そ
の他これに類するもの
炭化水素を主なモノマーとする重合体であって重合体を構成する成分
に対して、アクリル酸、アクリロニトリル、Ｎ－フェニル－マレイミ
ド、無水マレイン酸及びメタクリル酸の合計が10％以上のもの

材質区分４ 塩素置換エチレンを主なモノマーとする重合体

材質区分５ 被膜形成時に化学反応を伴う塗膜用途の重合体



別表第１ 第２表（添加剤）

通
し
番
号

物質名
材質区分別使用制限（％）

特記事項
材質区分１ 材質区分２ 材質区分３ 材質区分４

材質区分５
（耐熱温度が150℃以
上の重合体に限る。）

材質区分５
（耐熱温度が150℃未
満の重合体に限る。）

１ アクリル酸イソブチル 5.0 5.0 5.0 － 5.0 5.0

２ アクリル酸２－エチルヘキシル 5.0 5.0 5.0 － 5.0 5.0

３ アクリル酸及びエチレンを主な構成成分とす
る重合体 － － 1.6 － 1.6 1.6 分子量1000未満のものに限る。

54
亜リン酸２－tert－ブチル－４－［１－（４
－ヒドロキシ－３－tert－ブチルフェニル）
－１－メチルエチル］フェニルビス（４－ノ
ニルフェニル）

1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4

・材質区分４に使用する場合を除き、
70℃を超える温度で食品に接触する部
分に使用してはならない。
・酒類に接触する部分に使用してはな
らない。

108
(2) 第１表に該当する重合体 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

・常温常圧で固形状でないものに限る。
・通し番号412に該当するものを除く。
・被膜形成時に化学反応を伴う塗膜用
途の重合体を除く。
・分子量1000以上のものに限る。

別表第１ 第２表

材質区分ごとに、使用量の上限を規定

特記事項で対象の食品を制限
している場合もある。

基材の物質は原則として使用可能

 別表第１の第２表には、合成樹脂の添加剤を規定。全840件を収載（令和6年9月27日改正後）。

 原則として分子量が1000未満であり基材の物理的又は化学的性質を変化させ、最終製品中に化学反応せず残存することを意図して用い
られる有機低分子物質を添加剤として規定。ただし、分子量が1000以上のものであっても、常温常圧で液状のもの又は特殊な官能基を
有しその官能基が基材に対して特有の効果を発揮するものについては添加剤として第２表に収載。

「＊」は、表中の物質が、第１表に対応する材質区分欄に示す物質に対して、目的とする特性を発揮する最少量として、合成樹脂を設計する際に事業者の責任で設定する使用量とするものを示す。



ポジティブリストの対象範囲（複数層、おそれのない量）

全ての層が合成樹脂である場合、全ての層がポジティブリストの対象

食品接触層が合成樹脂であり、食品非接触層に合成樹脂以外の層がある場合については、当該合成樹脂以外の層から
食品接触面側の層のうち合成樹脂の層のみポジティブリストの対象

食品接触層が合成樹脂以外である場合、食品非接触層に合成樹脂の層があってもポジティブリストの対象外

※ ただし、食品非接触層については、人の健康を損なう「おそれのない量」として厚生労働大臣が定める量（0.01ppm）を超えて
溶出し、又は浸出して食品に混和しないよう加工されている場合は、ポジティブリストの対象外

樹脂Ａ
樹脂Ｂ
樹脂Ｃ
樹脂Ｄ
樹脂Ｅ

ポジティブリスト対象

樹脂Ａ
紙
樹脂Ｂ
樹脂Ｃ ポジティブリスト対象

樹脂Ａ
金属
樹脂Ｂ ポジティブリスト対象

樹脂Ａ
樹脂Ｂ
樹脂Ｃ
他材質の層

樹脂Ｆ

樹脂Ｄ
樹脂Ｅ

ポジティブリスト対象



「おそれのない量」の理論的な説明に係るQA

食品非接触層について、人の健康を損なう「おそれのない量」として厚生労働大臣が定める量（0.01ppm）を超えな
い条件をシミュレーションにより算出し、QAにより例示（2025年２月６日追加掲載）



ポジティブリストの対象範囲（対象外のもの）

対象外となるもの

 合成樹脂以外の材質の原材料に該当する物質
（例）
• 熱可塑性を持たない弾性体（ゴムの原材料に該当する物質）
• 無機物質
• 天然物（ロジン、ナフサ等の抽出物、蒸留物等を含む。ただし、特定の成分のみ
を精製して得られた物質および類縁物質群を除く。）

• 天然物の化学反応物（化学修飾処理されたセルロースを除 く。）
 器具・容器包装から放出され、食品に移行して作用することを目的とする物質
 帯電防止、防曇等を目的として、器具・容器包装の原材料等の表面に付着させる液
体状または粉体状の物質

 原材料に含まれる物質が化学的に変化して生成した物質
 最終製品に残存することを意図しない物質
 着色料（※一般規格を満たす必要がある）



事業者間の情報伝達（概要）

消
費
者

求めに応じ、ポジティブリスト適合を
確認できる情報を提供

（努力義務）

原
材
料

製
造
事
業
者

ポジティブリスト適合を
確認できる情報を提供

（義務）

容
器
等
販
売

事
業
者

食
品
製
造
・

販
売
事
業
者

容
器
等

製
造
事
業
者

営業者が、取り扱う器具・容器包装のポジティブリストへの適合性を確認できるようにするため、営業者に対して、
その取り扱う器具・容器包装の販売の相手方に対し、ポジティブリストの適合している旨を説明しなければならない
こととされてる。

器具・容器包装の販売・製造・輸入者については、義務。原材料の販売・製造・輸入者は、努力義務。

▍経過措置
• 営業者間の情報伝達を想定したもの
• 伝達する内容は、ポジティブリストへの適合性等の確認に資する情報であって、必ずしも個別物質の開示等
が必要ではない

• 情報を伝達する方法は特段定めないが、営業者における情報の記録又は保存等により、事後的に確認する手
段を確保する必要がある

• 営業者間の契約締結時における仕様書等、入荷時の品質保証書等、業界団体の確認証明書、その他法第18条
第３項の規定の適合性等を傍証する書類等の活用も可能であると考えられる



新規物質の追加に係る手続の種類と対象

手続の種類 主たる対象

別表第１の改正 別表第１の規定方法によるリスク管理が適当であるもの

基本的には、別表第１第２表の規格改正（使用制限量、特記事項の変更等）が想定さ

れるが、同表に規格がない新たに使用しようとする物質についても、別表第１の改正

による対応が適当と考えられる場合には、本項の対象とする。

安全性審査 別表第１とは別の規定方法によるリスク管理が適当であるもの

新たに使用する物質が限定的な用途での使用が見込まれる等

モノマー等通知の

改正

モノマー等の追加又はその規定の範囲を超えて使用しようとするもの

モノマー等通知の別紙１～21の表中に規定されたモノマー等（必須モノマー、任意の

物質、必須の化学処理、任意の化学処理）に新たなモノマー等の追加等

11

令和７年内閣府告示第91号により規格基準告示において
安全性審査の仕組みを導入（令和７年４月28日公布・施行）



別表第１改正の流れ（例）

○ 要請をしようと検討している者からの事前相談を行う。

○ 消費者庁食品衛生基準審査課にて資料等の確認等を行い、当該改正について食品衛生基準審議会及び食品安全委員
会の意見を聴いた後、食品、添加物等の規格基準の改正等を行う。

食品安全委員会消費者庁要請者

別
表
第
１
の
改
正
の
要
請

評
価
結
果
の
答
申

↑

食
品
健
康
影
響
評
価
の
実
施

食
品
健
康
影
響
評
価
の
諮
問

↑

部
会
審
議

↑

食
品
衛
生
基
準
審
議
会
へ
諮
問

↑

別
表
第
１
の
改
正
（
案
）

↑

資
料
の
確
認
等

別
表
第
１
の
改
正

↑

食
品
衛
生
基
準
審
議
会

答
申

↑

別
表
第
１
の
改
正
（
案
）

消費者庁

パブリックコメント

諮
問

答
申

パブリックコメント
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安全性審査の流れ（例）

○ 申請をしようと検討している者からの事前相談を行う。

○ 安全性審査の申請手続は、「器具及び容器包装の原材料に含まれる物質の含有量等に関する安全性審査の手続」に
規定された申請様式等を用いて行うこと。

○ 原則として、一定期間において申請が受理された物質について、まとめて手続を行うことを検討中。

○ 消費者庁食品衛生基準審査課で資料の確認等を行う。安全性審査は、食品安全委員会の意見を聴く。

安
全
性
審
査
の
手
続
を
経
た
旨
を
公
表

食品安全委員会消費者庁申請者

安
全
性
審
査
の
申
請

評
価
結
果
の
答
申

↑

食
品
健
康
影
響
評
価
の
実
施

パブリックコメント

食
品
健
康
影
響
評
価
の
諮
問

↑

資
料
の
確
認
等

消費者庁

人の健康を損なうおそれ

があると認められない等、

リスク管理が適当である

と判断された場合
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モノマー等通知変更の流れ（例）

消費者庁要請者

モ
ノ
マ
ー
等
通
知
の
改
正
要
請

モ
ノ
マ
ー
等
通
知
の
改
正

↑

食
品
衛
生
基
準
審
議
会

器
具
・
容
器
包
装
部
会
報
告

↑

モ
ノ
マ
ー
等
通
知
の
改
正
（
案
）

↑

資
料
の
確
認
等

○ 要請をしようと検討している者からの事前相談を行う。

○ モノマー等通知の改正の要請は、消費者庁食品衛生基準審査課に対して行うこと。

○ 原則として、一定期間において要請が受理された物質について、まとめて手続を行うことを検討中。

○ 消費者庁食品衛生基準審査課で資料の確認等を行い、当該要請について食品衛生基準審議会での報告を経た後、通
知改正等を行う。
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経過措置について

経過措置（５年間）

施行日前に販売、販売の用に供
するため製造・輸入、営業上使
用されている器具又は容器包装

同様のもの

経過措置期間中、販売、販売の用に供
するため製造・輸入、営業上使用され
ていれば、ポジティブリストに適合し
ているものとみなす

樹脂製造 シート製造 カップ製造 食品製造 消費者

器具・容器包装の営業の届出が必要

製造のためにシート製
造業者が保管している
物も経過措置の対象

営業の届出が必要な者が製造した物
については、経過措置の対象

施行日
令和２年６月１日 令和７年６月１日

▌経過措置について

▌中間製品の取扱いについて

※輸入品の中間製品については、製造のために輸入・保管されているものは経過措置の対象



ポジティブリスト適合性の確認について

問 令和２年６月１日前に販売等されていた器具又は容器包装と同様のものについて、
ポジティブリスト制度への適合性を確認するため、業界団体への確認証明書等の発行
の申請、輸入品については輸入元への確認等を行っているが、令和７年６月１日まで
に確認が間に合わない見込みである。
この場合、令和７年６月１日後、速やかに確認を進めることとしてもよいか。

（答）
差し支えない。ただし、確認に向けた具体的な計画を立て、速やかに確認を進めると

ともに、もし確認の結果、ポジティブリスト制度に適合していないことが判明した場合
には、その時点までに販売され、販売の用に供するために製造され、若しくは輸入され、
又は営業上使用されている器具又は容器包装を除き、速やかにポジティブリスト制度に
適合するものに切り替えること。
なお、輸入品について、令和２年６月１日前に販売等されていた器具又は容器包装と

同様のものでポジティブリスト制度への適合性を確認中の場合は、輸入者は欧米等のポ
ジティブリスト制度に適合していることを確認することが望ましい。
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